
 

 

生活習慣病重症化予防のための医療機関への受診勧奨について 

 

共済組合では、組合員の健康づくりと生活習慣病の予防を推進するため、令

和２年度の特定健康診査の結果に基づき、生活習慣病の重症化リスクが高い組

合員を対象に、下記のとおり医療機関への受診勧奨を実施します。 

 

１ 生活習慣病重症化予防の概要 

  令和２年度の特定健康診査（対象：４０歳以上７５歳未満の組合員）の結

果データの中で血圧値、脂質及び血糖値が、日本高血圧学会等の示す治療ガ

イドラインの受診勧奨判定値を超えているにもかかわらず、医療機関を受診

していない組合員に対して、医療機関への受診勧奨を実施します。 

 

２ 勧奨方法等 

（１）対象者 

次の検査項目が受診勧奨判定値にひとつでも該当する者で、医療機関未

受診の者。 

検査項目 受診勧奨判定値 

血圧 
収縮期 １６０mmHg以上 

拡張期 １００mmHg以上 

脂質 ＬＤＬ－コレステロール １８０mg/dl以上 

血糖 
空腹時血糖 １２６mg/dl以上 

ＨｂＡ１ｃ（ＮＧＳＰ値） ６．５％以上 

 

（２）通知方法等 

① 対象者には、委託業者から直接組合員の自宅（共済組合登録住所）宛て

に勧奨通知を送付します。 

② 不明な点は、委託業者が設置する電話窓口に直接問い合わせができます。 

③ ①の勧奨通知送付対象者の内、一定期間後に医療機関の受診が確認でき

ない者の自宅宛てに再勧奨通知を送付します。 

④ 令和２年度の特定健康診査等の結果により受診勧奨を通知するため、既

に数値が改善されている方にも通知される場合がありますので、あらかじ

め御了承願います。 

 

３ 電話相談窓口 

株式会社エス・エム・エス 

ＴＥＬ ０１２０－９８２－９９０ 

（平日 9：00～17：00  開設期間 令和３年７月～令和４年２月末） 


